
原則として、１年以上県内に事業所を有し、引き
続き同一の事業を営む下記小規模企業者
1.常時使用する従業員20人以内（宿泊業、娯楽業
を除く商業・サービス業は5人以内）
2.事業協同小組合であって、特定事業を行うもの
又はその組合員の３分の２以上が特定事業を行う
もの
3.特定事業を行う企業組合であって、その事業に
従事する組合員の数が20 人以下のもの
4.特定事業を行う協業組合であって、常時使用す
る従業員の数が20 人以下のも
5.医業を主たる事業とする法人であって、常時使
用する従業員の数が20 人以下のもの

２，０００万円

運転資金 ５年以内
設備資金 ７年以内

１年以内

必要となる場合があります。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。


